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年
末
年
始
の
た
め
、
左
記
の
期
間
は

休
診
し
ま
す
。
１
月
５
日
（
月
）
よ
り

通
常
ど
お
り
診
療
し
ま
す
。 

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
お
薬

が
必
要
な
方
は
、
休
診
前
に
余
裕
を
も

っ
て
受
診
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。 

 

◆
休
診
期
間 

12
月
27
日
（
土
）
～ 

令
和
８
年
１
月
４
日
（
日
）

□
問
合
せ
先 

 

深
浦
診
療
所 

℡ 

82-

０
３
３
７ 

    

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
業
務
に
つ

い
て
、
左
記
の
と
お
り
休
業
と
な
り
ま

す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。  

◆
休
業
す
る
期
間 

12
月
31
日
（
水
）
～ 

令
和
８
年
１
月
４
日
（
日
）

 

※
エ
コ
ク
リ
ー
ン
ア
フ
イ
も
同
期
間

休
業
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

町
民
生
活
係 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

エ
コ
ク
リ
ー
ン
ア
フ
イ 

 

℡ 

76-

３
７
０
０ 

76-

３
７
０
１ 

 

    

年
末
年
始
の
期
間
は
、左
記
の
と
お
り

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
を
お
休
み

し
ま
す
。 

ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
運
休
期
間 

12
月
30
日
（
火
）
～ 

令
和
８
年
１
月
４
日
（
日
） 

□
問
合
せ
先 

 

総
合
戦
略
課 

地
域
政
策
係 

℡ 
74-
２
１
２
２ 

 

 

 

    

 

３
地
区
文
化
祭
作
品
展
の
開
催
を

皮
切
り
に
、
ふ
か
う
ら
文
化
ウ
ィ
ー
ク

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
。
多
数
の
ご
参
加
に
大
変
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。 

当
選
者
の
発
表
に
つ
き
ま
し
て
は
、

12
月
12
日
（
金
）
の
賞
品
発
送
（
郵
送
）

を
も
っ
て
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の

で
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

 

引
き
続
き
、
深
浦
町
社
会
教
育
施
設

で
は
、
教
室
・
講
座
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

の
運
営
に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
ご
支
援
ご
協
力
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

深
浦
町
公
民
館 

℡ 

74-

２
０
３
１ 

ふふ
かか
うう
らら
文文
化化
ウウ
ィィ
ーー
クク  

スス
タタ
ンン
ププ
ララ
リリ
ーー  

当当
選選
者者
発発
表表
にに
つつ
いい
てて  

深深
浦浦
診診
療療
所所  

年年
末末
年年
始始
「「
休休
診診
」」
のの  

おお
知知
らら
せせ  

年年
末末
年年
始始
ごご
みみ
収収
集集
業業
務務  

休休
業業
のの
おお
知知
らら
せせ  

深深
浦浦
町町
ココ
ミミ
ュュ
ニニ
テテ
ィィ
ババ
スス

年年
末末
年年
始始
のの
運運
休休
にに
つつ
いい
てて  



 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）② 
 

 

    

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
利
用
し
て
夏

秋
ト
マ
ト
な
ど
の
高
収
益
作
物
栽
培

に
取
り
組
む
方
を
募
集
し
ま
す
。
農
業

経
験
が
な
い
方
は
、
補
助
金
を
受
け
取

り
な
が
ら
経
験
豊
富
な
先
輩
農
業
者

の
も
と
で
実
践
的
な
栽
培
技
術
を
学

ぶ
研
修
制
度
が
あ
り
ま
す
。
充
実
し
た

支
援
制
度
を
活
用
し
、
深
浦
町
で
農
業

を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

◆
募
集
概
要 

①
募
集
対
象 

 

夏
秋
ト
マ
ト
等
を
主
に
栽
培
し
、
農

業
に
取
り
組
む
意
欲
の
あ
る
方 

②
利
用
施
設 

 

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
（
１
棟
２
８
８

㎡
）
、
一
部
露
地
ほ
場
（
要
相
談
） 

③
利
用
開
始 

 

令
和
８
年
度
か
ら 

④
利
用
条
件 

大
館
ハ
ウ
ス
団
地
等
利
用
協
議
会

へ
の
入
会 

⑤
主
な
作
物 

 

ト
マ
ト
・
ミ
ニ
ト
マ
ト
（
そ
の
他
の

作
物
は
協
議
に
よ
り
決
定
） 

◆
メ
リ
ッ
ト 

○
農
機
具
の
共
同
利
用  

協
議
会
に
入
会
す
る
こ
と
で
、
ト
ラ

ク
タ
ー
、
堆
肥
散
布
機
、
畝
立
て
機
な
ど

の
農
機
具
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
初
期
投
資
を
抑
え
て
農
業
を
始
め

ら
れ
ま
す
。 

○
利
用
料 

 

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
年
間
５
万
２
千
円 

○
電
気
料
金 

 

年
間
２
千
円
（
１
棟
あ
た
り
） 

◆
新
規
就
農
者
へ
の
支
援
制
度 

（
補
助
金
） 

新
た
に
農
業
を
始
め
る
方
（
年
齢
要

件
等
あ
り
）
に
は
、
手
厚
い
支
援
制
度
が

あ
り
ま
す
。 

○
国
・
県
に
よ
る
支
援 

①
就
農
準
備
資
金 

50
歳
未
満
の
方
を
対
象
に
、
先
輩
農

家
の
下
で
の
研
修
を
受
け
な
が
ら
、
年

１
５
０
万
円
（
最
長
２
年
）
の
補
助
金
を

受
け
ら
れ
る
。 

②
農
業
経
営
開
始
資
金 

45
歳
未
満
で
認
定
新
規
就
農
者
の

認
定
を
受
け
た
方
で
、
50
歳
未
満
で
独

立
・
自
営
で
農
業
経
営
を
行
う
方
を
対

象
に
、
農
業
資
金
年
間
１
５
０
万
円
の

補
助
を
受
け
ら
れ
る
。 

○
町
独
自
の
支
援
（
新
設
） 

国
の
補
助
金
終
了
後
も
安
心
！ 

就

農
４
年
目
に
１
０
０
万
円
、
５
年
目
に

50
万
円
を
町
独
自
で
補
助
し
ま
す
。 

（
令
和
７
年
度
か
ら
開
始
） 

□
問
合
せ
先 

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合 

深
浦
事
業
所 

℡ 

84-

１
０
０
１ 

 

農
林
水
産
課 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

 

   

令
和
７
年
深
浦
町
文
化
賞
及
び
ス

ポ
ー
ツ
賞
の
候
補
者
の
推
薦
を
次
の

と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。
内
容
を
ご

確
認
の
う
え
、
必
要
書
類
を
ご
提
出
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
提
出
書
類 

①
深
浦
町
文
化
賞
及
び
ス
ポ
ー
ツ
賞

候
補
推
薦
書 

②
他
に
功
績
の
わ
か
る
資
料 

（
賞
状
・

記
録
・
大
会
要
項
・
記
事
等
）
の
写
し

◆
提
出
期
限 

令
和
８
年
１
月
７
日
（
水
）
必
着 

◆
提
出
先 

〒
０
３
８-

２
３
２
４ 

 

深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
84-

２ 

深
浦
町
教
育
委
員
会 

教
育
課 

社
会
教
育 

◆
表
彰
の
対
象
と
な
る
期
間 

令
和
７
年
１
月
１
日
～ 

令
和
７
年
12
月
31
日
ま
で 

 

◆
選
考
方
法 

表
彰
審
査
会
を
経
て
決
定
し
、
後
日

受
賞
者
へ
通
知
し
ま
す
。 

◆
表
彰
区
分
や
推
薦
書
様
式
に
つ
い
て 

 

表
彰
区
分
・
表
彰
基
準
及
び
推
薦
書

様
式
な
ど
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。
左
記
の
Ｑ
Ｒ
か
ら
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

推
薦
書
様
式
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ａ
Ⅹ
や

郵
送
に
よ
る
ご
対
応
も
で
き
ま
す
の

で
、
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

    

□
問
合
せ
先 

深
浦
町
教
育
委
員
会 

教
育
課 

社
会
教
育
係 

℡ 

74-

４
４
１
９ 

FAX 

74-

３
０
５
０ 

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

農農
業業
へへ
のの
挑挑
戦戦
をを
応応
援援
！！  

大大
館館
ハハ
ウウ
スス
団団
地地    利利

用用
者者
募募
集集  

令令
和和
７７
年年
深深
浦浦
町町
文文
化化
賞賞

及及
びび
スス
ポポ
ーー
ツツ
賞賞
候候
補補
者者

のの
推推
薦薦
をを
受受
付付
けけ
まま
すす  



      

◆
高
額
療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）
に

つ
い
て 

〇
支
給
対
象
者 

令
和
７
年
７
月
31
日
時
点
で
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
で
あ

っ
た
方
で
、
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
又

は
２
割
の
方
。 

〇
対
象
期
間 

令
和
６
年
８
月
１
日
か
ら 

令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で 

〇
支
給
額 

対
象
期
間
中
の
外
来
診
療
の
自
己

負
担
額
の
合
計
か
ら
高
額
療
養
費
で

支
給
さ
れ
た
分
を
差
し
引
い
た
額
が

年
間
１
４
４
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場

合
、
超
え
た
分
を
支
給
し
ま
す
。 

〇
支
給
申
請 

・
高
額
療
養
費
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
の

あ
る
方
は
、
登
録
済
み
の
口
座
に
支
給

し
ま
す
の
で
申
請
は
不
要
で
す
。 

・
高
額
療
養
費
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
方
に
は
、
12
月
中
旬
（
予
定
）
に

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
申
請
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま

す
。
福
祉
課
、
大
戸
瀬
支
所
、
岩
崎
支

所
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
対

象
期
間
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
た
方
や
転
入
し
た
方
の
場

合
、
申
請
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
期
間
内
の

外
来
に
係
る
自
己
負
担
額
の
合
計
が

１
４
４
，
０
０
０
円
を
超
え
た
方
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

〇
申
請
に
必
要
な
も
の 

・
支
給
申
請
書 

・
高
額
療
養
費(

外
来
年
間
合
算)

の
支

給
申
請
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
） 

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
後
期
高
齢
者
医
療
資

格
確
認
書
） 

・
印
鑑
（
申
請
者
と
受
領
者
が
異
な
る

場
合
）
※
認
印
可 

・
通
帳
等
（
コ
ピ
ー
可
）
口
座
情
報
の

わ
か
る
も
の 

※
被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場

合
は
受
領
申
立
書
、
代
理
人
が
受
領
す

る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。 

※
対
象
期
間
中
、
青
森
県
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
以
外
の
医
療
保
険
へ
の
加

入
歴
と
自
己
負
担
額
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
証
明

書
が
必
要
で
す
。 

◆
医
療
費
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て 

年
に
１
回
、
医
療
費
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
よ
り
医
療

費
通
知
書
を
活
用
し
て
医
療
費
控
除

の
申
告
を
さ
れ
る
方
々
の
利
便
性
向

上
の
た
め
、
年
２
回
送
付
し
ま
す
。 

最
初
に
11
ヶ
月
分
（
１
月
～
11
月

診
療
分
）
を
２
月
中
旬
に
、
残
り
１
ヶ

月
分
（
12
月
診
療
分
）
を
３
月
中
旬
に

到
着
す
る
よ
う
送
付
し
ま
す
。 

２
月
中
に
確
定
申
告
さ
れ
る
方
は
、

11
ヶ
月
分
の
医
療
費
通
知
書
と
医
療

機
関
発
行
の
領
収
書
（
12
月
診
療
分
）

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
確
定
申
告
に
活
用
す
る
た
め

の
１
年
分
の
医
療
費
通
知
情
報
を
２

月
上
旬
頃
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

取
得
可
能
で
す
。 

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

２
月
上
旬
か
ら
設
置
す
る
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
お
電
話

の
際
は
、
被
保
険
者
番
号
が
わ
か
る
も

の
（
資
格
確
認
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
電
話
番

号
は
、
医
療
費
通
知
書
の
封
筒
に
掲
載

し
ま
す
。 

 

広報ふかうら（お知らせ版）③ 

◆
不
審
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員
を
騙
り
、

個
人
情
報
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
事
例

が
、
全
国
各
地
や
青
森
県
内
で
も
発
生

し
て
い
ま
す
。 

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
際
は
、
安
易

に
個
人
情
報
（
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・

世
帯
構
成
な
ど
）
を
教
え
な
い
で
く
だ

さ
い
。
広
域
連
合
、
県
、
市
町
村
及
び
厚

生
労
働
省
の
職
員
が
、
電
話
（
自
動
音
声

案
内
を
含
む
）
で
マ
イ
ナ
保
険
証
や
資

格
確
認
書
の
不
正
利
用
の
確
認
や
、
被

保
険
者
宅
に
訪
問
し
、
有
効
期
限
切
れ

の
保
険
証
の
回
収
な
ど
の
業
務
を
行
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

不
審
な
問
い
合
わ
せ
や
訪
問
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
相
手
の
身
分
（
所
属
・
氏
名

な
ど
）
を
確
認
し
、
広
域
連
合
又
は
福
祉

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

  

 

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療  

被被
保保
険険
者者
のの
皆皆
ささ
まま
へへ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

広報ふかうら（お知らせ版）④ 
    

農
業
経
営
収
入
保
険
に
加
入
す
る
た

め
に
は
、
２
年
以
上
の
青
色
申
告
の
実

績
が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
６
年
の
制

度
改
正
に
よ
り
、
１
年
分
の
青
色
申
告

実
績
で
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 青

色
申
告
の
実
績
期
間
が
短
縮
さ
れ

た
こ
と
で
、
令
和
８
年
か
ら
青
色
申
告

を
さ
れ
る
方
で
あ
れ
ば
、
令
和
９
年
１

月
か
ら
加
入
で
き
ま
す
。 

           

□
問
合
せ
先 

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
青
森 

津
軽
支
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

33-

１
５
１
３ 

    

津
軽
藩
御
国
日
誌
の
深
浦
町
関
係
文

書
を
解
読
し
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方

は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

◆
日
時 

令
和
８
年
１
月
11
日
（
日
）
～ 

３
月
29
日
（
日
）
ま
で 

毎
週
日
曜
日 

13
時
～
16
時 

◆
場
所 

風
待
ち
舘
研
修
室 

◆
参
加
費 

５
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
コ
ピ
ー
代
） 

◆
募
集
人
数 

５
人 

◆
申
込
期
限 
12
月
28
日
（
日
） 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

風
待
ち
舘 

℡ 

74-

３
５
５
３ 

    

当
調
査
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
の
観

光
に
対
す
る
考
え
方
や
思
い
を
知
る
た

め
の
も
の
で
す
。
い
た
だ
い
た
回
答
は
、

津
軽
地
域
の
観
光
促
進
の
た
め
の
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
特 

典 

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
回
答
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
抽
選
で
、
３
か
月
ご
と

に
15
名
様
へ
津
軽
地
域
の
特
産
品
セ

ッ
ト
（
３
，
０
０
０
円
相
当
）
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。 

◆
調
査
期
間 

 

令
和
７
年
６
月
～ 令

和
８
年
２
月
末 

※
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
は
、
お
一
人
様

１
回
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

    

□
問
合
せ
先 

（
一
社
）C

la
n
P
E
O
N
Y

津
軽 

℡ 

０
１
７
２-

88-

６
０
９
０ 

ﾒｰﾙ 
c
p
t
s
u
ga
ru
@
g
m
a
i
l
.c
om
 

     

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
が
な
い
深
浦
町
で

も
、
９
種
類
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
マ
シ
ー

ン
と
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
指
導
で
、

理
想
の
自
分
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
！ 

◆
日
時 

12
月
27
日
（
土
）
～ 

令
和
８
年
３
月
21
日
（
土
） 

【
全
12
回
】 

 

毎
週
土
曜
日 

９
時
30
分
～
11
時 

※
１
月
３
日
（
土
）
は
お
休
み
で
す 

◆
場
所 

リ
ハ
ジ
ム
ら
し
か
る 

◆
対
象 

 

18
～
64
歳
の
深
浦
町
民
（
高
校
生

は
不
可
）、
継
続
し
て
参
加
で
き
る
方 

◆
定
員 

先
着
10
人 

◆
利
用
料 

１
回
５
０
０
円 

◆
服
装
・
持
ち
物 

・
動
き
や
す
い
服
装 

・
運
動
靴
（
内
履
き
） 

・
飲
み
物 

・
手
ぬ
ぐ
い
（
ス
ト
レ
ッ
チ
で
使
用
）

◆
お
申
込
み 

左
記
の
申
込
先
へ
➀
電
話
、
②
申
込

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。 

    □
問
合
せ
先 

リ
ハ
ジ
ム
ら
し
か
る 

℡ 

82-

０
５
５
１ 

農農
業業
経経
営営
収収
入入
保保
険険
のの  

  

加加
入入
にに
つつ
いい
てて  

風風
待待
ちち
舘舘
講講
座座  

参参
加加
者者
募募
集集
のの
おお
知知
らら
せせ  

ビビ
ギギ
ナナ
ーー
ズズ
★★
スス
ポポ
ーー
ツツ

俱俱
楽楽
部部  

参参
加加
者者
募募
集集
中中  

申
込
は
こ
ち
ら
か
ら
▼ 

住住
民民
観観
光光
意意
識識
調調
査査
へへ
のの  

ごご
協協
力力
のの
おお
願願
いい  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
プ
レ
ゼ

ン
ト
応
募
は
コ
チ
ラ
か
ら
▼ 



     

毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
人
の
住
民
税
は
、
１
年
分
の
税
額
を

「
６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
」
の
12
回

に
分
け
て
勤
務
先
の
事
業
所
が
納
入

（
特
別
徴
収
）
し
て
い
ま
す
。 

◆
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ 

①
従
業
員
の
退
職
な
ど
で
住
民
税
の
特

別
徴
収
が
で
き
な
く
な
る
場
合
は
、「
異

動
届
出
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

②
６
月
か
ら
12
月
ま
で
に
退
職
さ
れ

る
方
の
住
民
税
に
つ
い
て
、
残
り
の
特

別
徴
収
税
額
が
あ
る
と
き
は
、
従
業
員

か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
、
未
徴
収
税
額

を
ま
と
め
て
退
職
時
の
給
与
や
退
職
金

か
ら
天
引
き
し
て
納
入
す
る
こ
と
（
一

括
徴
収
）
が
で
き
ま
す
。 

③
翌
年
１
月
以
降
に
退
職
さ
れ
る
方
の

住
民
税
に
つ
い
て
、
残
り
の
特
別
徴
収

税
額
が
あ
る
と
き
は
、
退
職
時
の
給
与

や
退
職
金
か
ら
天
引
き
し
て
納
入
す
る

こ
と
（
一
括
徴
収
）
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

税
務
会
計
課 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

   

 

相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
た
め
、
登
記

簿
を
見
て
も
所
有
者
が
分
か
ら
な
い

「
所
有
者
不
明
土
地
」
が
全
国
で
増
加

し
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
任
意
だ
っ
た
相
続
登
記

が
法
律
上
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
相
続
人
は
、
不
動
産

（
土
地
・
建
物
）
を
相
続
で
取
得
し
た

こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
、

相
続
登
記
を
法
務
局
に
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不

動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、
遺
産
分

割
か
ら
３
年
以
内
に
、
登
記
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

※
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
相
続
登
記

を
し
な
い
場
合
に
は
、
10
万
円
以
下
の

過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
の
相
続
登
記
申
請
を
お
勧

め
し
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
（
予

約
制
の
手
続
案
内
を
実
施
中
）
や
登
記

の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

    □
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

 

   

所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
住
所
や

氏
名
の
変
更
登
記
が
さ
れ
な
い
た
め
、

登
記
簿
を
見
て
も
所
有
者
の
住
所
や

氏
名
が
分
か
ら
な
い
「
所
有
者
不
明
土

地
」
が
全
国
で
増
加
し
、
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
４

月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
任
意
だ
っ
た

住
所
、
氏
名
及
び
会
社
・
法
人
の
名
称

の
変
更
登
記
が
法
律
上
義
務
化
さ
れ

ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
所
有
権
の
登
記
名
義

人
は
、
住
所
、
氏
名
及
び
会
社
・
法
人

の
名
称
の
変
更
の
日
か
ら
２
年
以
内

に
、
変
更
登
記
を
法
務
局
に
申
請
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
前

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
も
対
象
と
な

り
、
令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
に
変

更
登
記
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

※
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
住
所
等

変
更
登
記
を
し
な
い
場
合
に
は
、
５
万

円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
（
予

約
制
の
手
続
案
内
を
実
施
中
）
や
登
記

の
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

    □
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
登
記
部
門 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

退退
職職
時時
のの
従従
業業
員員
のの
個個
人人

住住
民民
税税
のの
「「
一一
括括
徴徴
収収
」」  

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

相相
続続
登登
記記
のの
申申
請請
がが  

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
しし
たた  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

住住
所所
・・
名名
前前
のの
変変
更更
登登
記記
がが

義義
務務
化化
ささ
れれ
まま
すす  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 



  
広報ふかうら（お知らせ版）⑥ 

    

皆
さ
ま
が
作
成
し
た
自
筆
証
書
遺
言

書
を
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
法
務
局
が
遺
言
書
を
大
切
に
保
管

し
ま
す
の
で
、
遺
言
書
の
紛
失
や
誰
か

に
改
ざ
ん
さ
れ
る
と
い
っ
た
心
配
も
あ

り
ま
せ
ん
。
遺
言
書
が
あ
れ
ば
自
身
の

財
産
を
確
実
に
ご
家
族
な
ど
に
託
す
こ

と
が
で
き
、
相
続
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

も
未
然
に
防
止
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
遺
言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、

ご
自
身
が
指
定
し
た
方
へ
「
法
務
局
で

遺
言
書
を
保
管
し
て
い
る
」
旨
の
通
知

を
送
付
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
の

で
、
誰
か
ら
も
遺
言
書
の
存
在
に
気
づ

い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
心
配
も

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

遺
言
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
最
寄
り
の
法
務
局
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

   

  

□
問
合
せ
先 

青
森
地
方
法
務
局
供
託
課 

℡ 

０
１
７-

７
７
６-

６
２
３
１ 

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
３
３
０ 

    
里
親
に
な
り
た
い
方
、
里
親
制
度
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と

し
て
、
養
護
施
設
で
暮
ら
す
子
ど
も
た

ち
の
日
常
を
描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
映
画
を
上
映
し
ま
す
。
上
映
後
に
は

里
子
さ
ん
の
対
談
や
、
里
親
に
興
味
が

あ
る
方
を
対
象
と
し
た
個
別
相
談
の
時

間
も
あ
り
ま
す
。 

◆
日
時 

令
和
８
年
１
月
11
日(

日) 
 

12
時
30
分
～
16
時
30
分 

◆
場
所 

 

弘
前
市
民
文
化
交
流
館
ホ
ー
ル 

◆
参
加
費 

無
料 

◆
申
込
締
切 

令
和
８
年
１
月
４
日(

日) 
 

※
１
０
０
人
に
な
り
次
第
、
締
切
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

◆
申
込
方
法 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
弘
前
へ
電
話

又
は
左
記
の
Ｑ
Ｒ
か
ら
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。 

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
９
時
～
17

時
で
お
願
い
し
ま
す
。 

 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
弘
前 

℡ 

０
１
７
２-

31-

６
０
１
０ 

     

□
問
合
せ
先 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
弘
前 

℡ 

０
１
７
２-

31-

６
０
１
０ 

    
令
和
７
年
６
月
に
改
正
・
公
布
さ
れ

た
公
益
通
報
者
保
護
法
に
つ
い
て
、
消

費
者
庁
の
職
員
を
講
師
と
し
た
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。 

◆
対
象 

経
営
者
、
労
働
者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

ほ
か
ど
な
た
で
も 

◆
内
容 

・
公
益
通
報
者
保
護
法
の
概
要 

・
事
業
者
に
お
け
る
内
部
通
報
制
度
の

導
入 

な
ど 

◆
日
時 

令
和
８
年
１
月
16
日
（
金
） 

14
時
～
15
時
30
分 

◆
会
場 

ア
ピ
オ
あ
お
も
り 

２
階
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル 

◆
定
員 

１
０
０
人 

◆
申
込
期
限 

令
和
８
年
１
月
６
日
（
火
） 

◆
応
募
方
法 

 

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
申
込
フ
ォ

ー
ム
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

  

  

□
問
合
せ
先 

青
森
県
総
務
部 

広
報
広
聴
課 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

９
１
３
８ 

公公
益益
通通
報報
者者
保保
護護
法法
のの  

改改
正正
内内
容容
にに
関関
すす
るる  

説説
明明
会会
のの
開開
催催
にに
つつ
いい
てて  

法法
務務
局局
のの
自自
筆筆
証証
書書
遺遺
言言
書書

保保
管管
制制
度度
をを  ごご

利利
用用
くく
だだ
ささ
いい  

法
務
省
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 

里里
親親
普普
及及
啓啓
発発
上上
映映
会会
及及
びび

トト
ーー
クク
セセ
ッッ
シシ
ョョ
ンン  

開開
催催
のの
おお
知知
らら
せせ  

予
約
専
用
Ｑ
Ｒ
は
こ
ち
ら
▼ 

県
庁
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
▼ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

余ったおもちをアレンジ！

食べ物をかむ力や舌の動きを保つことで、おいしく食べ

楽しくはきはきとお話しすることができます。

『おもち』のアレンジレシピを試食しながら、オーラルフレ

イル予防に効果的な『お口の体操』やマッサージに関する

情報提供を行います。

参加
無料

〇当日の流れ〇

講話
①おもちのアレンジと安全な食べ方について
②効果的な『お口の体操』とマッサージについて

簡単調理実習
おもち料理（２種類）を作って試食します

※歯科衛生士による歯みがき指導（希望者のみ）

〇開催日時：令和８年 １月２１日（水） 午前１０時から正午

〇開催場所：深浦公民館

〇募集人員：先着１０名

〇申込：１月９日（金）までに下記へ電話でお申込みください

〇持参するもの：エプロン、三角巾、手拭き用タオル

歯ブラシ（歯みがき指導希望者のみ）

申込み・問合せ先 深浦町地域包括支援センター
電話 ７４－４４２１
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「「認認定定ここどどもも園園・・保保育育所所」」利利用用ののごご案案内内  

（（令令和和８８年年４４月月以以降降のの新新規規利利用用・・継継続続利利用用））  

  
令和８年４月から保育所等の利用を希望される方の受付を下記のとおり行います。すでに、認

定こども園または保育所を利用している方についても、現現況況届届のの提提出出がが必必要要となります。 

 

１１．．手手続続ききがが必必要要なな方方    

①令和８年４月から新たに、認定こども園や保育所の利用を希望される方 

②すでに町内外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

 

２２．．受受付付期期間間等等  

状況に応じて、必要な手続きの内容や受付場所が異なりますのでご注意願います。 

 

①①  令令和和８８年年４４月月かからら新新たたにに保保育育所所等等のの利利用用をを希希望望さされれるる方方  

役場福祉課、岩崎・大戸瀬支所、町内の保育施設で用紙を配付しております。 

必必要要なな手手続続きき  受受付付期期間間  受受付付場場所所  

・給付認定申請書兼保育 
利用申込書 

・児童の健康状況調査票 

令和7年１２月１5日（月）～令和8年１月３0日（金）  

８：３０～１７：００ ※土・日・祝日を除く  

・役場福祉課子育て支援係 
・岩崎・大戸瀬支所 
・利用を希望する保育施設 

 

②②  すすででにに町町内内のの保保育育所所ななどどをを利利用用ししてていいるる方方でで、、４４月月以以降降もも引引続続きき利利用用をを希希望望さされれるる方方  

現在利用中の施設を通して必要書類を配付します。 

必必要要なな手手続続きき  受受付付期期間間  受受付付場場所所  

・現況届 
令和7年１２月１5日（月）～令和8年１月３0日（金）  

８：３０～１７：００ ※土・日・祝日を除く  

・役場福祉課子育て支援係 
・現在利用中の保育施設 

※令和８年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定申

請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

③③  すすででにに町町外外のの保保育育所所ななどどをを利利用用ししてていいるる方方でで、、４４月月以以降降もも引引続続きき利利用用をを希希望望さされれるる方方  

保護者の方へ必要書類を郵送します。 

必必要要なな手手続続きき  受受付付期期間間  受受付付場場所所  

・現況届 
令和7年１２月１5日（月）～令和8年１月３0日（金）  

８：３０～１７：００ ※土・日・祝日を除く  

・役場福祉課子育て支援係 
・岩崎・大戸瀬支所 

※令和８年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定申

請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

３３．．提提出出書書類類、、持持ちち物物  

①①全全員員がが必必ずず提提出出、、持持参参すするる物物  

（１）子どものための教育・保育給付認定申請書（現況届）兼利用申込書 

・・・児童１人につき１枚 

（２）父母及び入所を希望するお子さんの個人番号を申込書に記載し、申請者の 

身元が確認できるものの提示（マイナンバーカードや運転免許証・保険証など） 
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（３）保育の必要性を証明する書類・・・父母各々１枚 

保保護護者者のの状状況況（（事事由由））  保保育育のの必必要要性性をを証証明明すするる書書類類  

会社員・公務員等 
（勤務内定者も含む） 

・就労証明書 
※産休中又は育休中の方も提出してください。また、復職後も再提出してください。 

自営業従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：確定申告書若しくは、営業内容が分かる広告や名刺等 

農業・漁業従事者 ・就労証明書 

内職従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：内職の内容が分かる書類、請負契約書、納品書等 

妊娠・出産 
・母子手帳のコピー 
※保護者氏名・住所欄・出産予定日が分かるもの 

保護者自身の疾病・障害 
親族等の介護、看護 

・医師の診断書、障害手帳のコピー、介護申立書 
※本人又は被看護者が保育できない状況、期間が分かるもの 

就学・職業訓練等 ・在学証明書や学生手帳等 

求職活動 ・求職活動申立書 

②②以以下下のの条条件件にに該該当当すするる方方ののみみ提提出出がが必必要要なな書書類類  

ひとり親世帯  ・戸籍謄本  ・児童扶養手当証書  ・その他分かるもの 
※上記のいずれか１点（コピー） 

令和８年１月２日 

以降に深浦町に転入

された方 

マイナンバーを提示いただくと、市町村民課税（所得）証明書の提出
が省略できます。ただし、自治体によっては税情報の内容を確認でき
ない場合もありますので、追加でご提出を求める場合があります。 

 
＜＜保保育育のの必必要要量量ににつついいてて＞＞  
  ２号認定・３号認定を受ける方は、更に父母の就労時間や保育を必要とする理由に応じて、施
設を利用できる時間が以下のように「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。 

令和８年４月以降に「保育を必要とする理由」の変更がありましたら、速やかに福祉課または
利用施設にご報告ください。（区分が変更されると保育料も変更となるため） 

保保育育をを必必要要ととすするる理理由由  保保育育標標準準時時間間  保保育育短短時時間間  

就労 就労時間が月１２０時間以上 就労時間が月１２０時間未満 

育児休業中の継続利用 × 〇 

妊娠・出産 〇 希望により〇 

疾病・障害 〇 希望により〇 

介護・看護 介護看護時間が月１２０時間以上 介護看護時間が月１２０時間未満 

災害復旧、その他 〇 希望により〇 

就学・職業訓練 就学時間が月１２０時間以上 就学時間が月１２０時間未満 

求職活動 × 〇 

※父母の状況によって保育標準時間認定を受けられる場合でも、希望に応じて保育短時間認定で
の利用も可能です。また、どうしても認定された時間を超えて施設を利用せざるを得ない場合は、
各施設での延長保育を利用することとなります。 

 

◆◆管管内内保保育育施施設設一一覧覧  

保保育育施施設設名名  住住      所所  電電話話番番号号    定定  員員（（名名））  

認定こども園柳田保育園 柳田字築棒沢１４０ ７６－２１２３ ３５（保育部分２０） 

めぐみ子ども園 関字栃沢８４－９ ７６－２０３９ ２０（保育部分１０） 

認定こども園みよし保育園 追良瀬字塩見山平１９５－１ ７４－３９５１ ２５（保育部分２０） 

青 い 鳥 保 育 園 深浦字中沢３－１ ７４－２７３７ ２０（保育部分１０） 

え の 木 保 育 園 横磯字下岡崎８９－５ ７４－３４３１ ２０ 

き ら ら 保 育 園 正道尻字小礒１１０－２３ ７７－２８２４ ２０ 

□問合せ先  福祉課 子育て支援係 TEL ７４－２１１７ 
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１２月１日より、弘南バス「深浦線（鯵ヶ沢－弁天）」の運行ダイヤが改正されたので、下記

のとおりお知らせします。 

※年末年始は、１月１日のみ「鯵ヶ沢営業所発 6：50－弁天着 8：10」の便が運休となる予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□問合せ先 弘南バス 弘前営業所 ＴＥＬ ０１７２－８７－２７６２ 

弘弘南南ババスス「「深深浦浦線線（（鰺鰺ヶヶ沢沢～～弁弁天天））」」運運行行ダダイイヤヤ改改正正ののおお知知ららせせ  

バス停名 1便 2便 3便 4便 バス停名 1便 2便 3便 4便

弁天 8:20 12:00 14:15 17:00 鰺ケ沢営業所 6:50 10:15 12:30 15:20

漁協前 8:21 12:01 14:16 17:01 鯵ヶ沢病院 6:51 10:16 12:31 15:21

磯崎橋前 8:21 12:01 14:16 17:01 鰺ケ沢駅前 6:55 10:20 12:35 15:25

郵便局前 8:22 12:02 14:17 17:02 鯵ヶ沢本町 7:00 10:25 12:40 15:30

岡町入口 8:23 12:03 14:18 17:03 鯵ヶ沢中学校前 7:06 10:31 12:46 15:36

役場前 8:24 12:04 14:19 17:04 赤石駅前 7:10 10:35 12:50 15:40

深浦駅前 8:25 12:05 14:20 17:05 桜沢 7:13 10:38 12:53 15:43

大岩入口 8:26 12:06 14:21 17:06 江沢 7:14 10:39 12:54 15:44

吾妻橋 8:26 12:06 14:21 17:06 柳田 7:15 10:40 12:55 15:45

深浦診療所前 8:30 12:10 14:25 17:10 関 7:17 10:42 12:57 15:47

福祉センター前 8:31 12:11 14:26 17:11 浄安寺前 7:18 10:43 12:58 15:48

新広戸橋 8:31 12:11 14:26 17:11 北金ヶ沢駅前 7:19 10:44 12:59 15:49

広戸 8:32 12:12 14:27 17:12 バイパス入口 7:20 10:45 13:00 15:50

追良瀬 8:35 12:15 14:30 17:15 北金ヶ沢 7:20 10:45 13:00 15:50

塩見崎 8:38 12:18 14:33 17:18 弁天崎 7:21 10:46 13:01 15:51

驫木 8:40 12:20 14:35 17:20 榊原 7:22 10:47 13:02 15:52

風合瀬口 8:45 12:25 14:40 17:25 千畳敷 7:26 10:51 13:06 15:56

下野中 8:46 12:26 14:41 17:26 田野沢 7:27 10:52 13:07 15:57

下村 8:47 12:27 14:42 17:27 大戸瀬駅前 7:28 10:53 13:08 15:58

上晴山 8:49 12:29 14:44 17:29 晴山口 7:30 10:55 13:10 16:00

下晴山 8:50 12:30 14:45 17:30 下晴山 7:30 10:55 13:10 16:00

晴山口 8:52 12:32 14:47 17:32 上晴山 7:31 10:56 13:11 16:01

大戸瀬駅前 8:54 12:34 14:49 17:34 下村 7:33 10:58 13:13 16:03

田野沢 8:56 12:36 14:51 17:36 下野中 7:35 11:00 13:15 16:05

千畳敷 8:57 12:37 14:52 17:37 風合瀬口 7:36 11:01 13:16 16:06

榊原 8:59 12:39 14:54 17:39 驫木 7:41 11:06 13:21 16:11

弁天崎 9:00 12:40 14:55 17:40 塩見崎 7:43 11:08 13:23 16:13

北金ヶ沢 9:01 12:41 14:56 17:41 追良瀬 7:45 11:10 13:25 16:15

バイパス入口 9:02 12:42 14:57 17:42 広戸 7:48 11:13 13:28 16:18

北金ヶ沢駅前 9:05 12:45 15:00 17:45 新広戸橋 7:48 11:13 13:28 16:18

浄安寺前 9:06 12:46 15:01 17:46 福祉センター前 7:49 11:14 13:29 16:19

関 9:06 12:46 15:01 17:46 深浦診療所前 7:55 11:20 13:35 16:25

柳田 9:08 12:48 15:03 17:48 吾妻橋 7:56 11:21 13:36 16:26

江沢 9:09 12:49 15:04 17:49 大岩入口 7:57 11:22 13:37 16:27

桜沢 9:10 12:50 15:05 17:50 深浦駅前 8:00 11:25 13:40 16:30

赤石駅前 9:15 12:55 15:10 17:55 役場前 8:01 11:26 13:41 16:31

鯵ヶ沢中学校前 9:17 12:57 15:12 17:57 岡町入口 8:02 11:27 13:42 16:32

鯵ヶ沢本町 9:25 13:05 15:20 18:05 郵便局前 8:03 11:28 13:43 16:33

鰺ケ沢駅前 9:30 13:10 15:25 18:10 磯崎橋前 8:04 11:29 13:44 16:34

鯵ヶ沢病院 9:34 13:14 15:29 18:14 漁協前 8:05 11:30 13:45 16:35

鰺ケ沢営業所 9:40 13:20 15:35 18:20 弁天 8:10 11:35 13:50 16:40

12月1日より、弘南バス「深浦線（鯵ヶ沢－弁天）」の運行ダイヤが改正されたので、下記のとおりお知らせします。

※年末年始は、1月1日のみ「鯵ヶ沢営業所発6：50ー弁天着8：10」の便が運休となる予定


